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基準協会の動き

平成 26年度

第三者評価

●平成 26年度第三者評価結果を公表しました

平成 26年度第三者評価については、昨年 12

月 19 日に評価校 57 短期大学に機関別評価案

を内示しました。1 月 19 日までに表現等の訂

正の意見申立てを受け、1 月 29 日に開催され

た第三者評価委員会において意見申立てについ

ての対応案をまとめました。また、条件付き適

格とした評価校から提出された改善報告又は改

善計画等を審議し、これを了承しました。

２月 5 日に第三者評価審査委員会を開催し、

第三者評価委員会の意見申立てについての対応

の審査を行い、対応の修正案をまとめました。

２月 10 日の第三者評価委員会において審査

委員会からの意見申立てについての対応を基に

機関別評価案を審議・決定しました。

さらに、改善計画が提出された短期大学につ

いては、2 月 10 日及び 3 月 11 日の第三者評

価委員会において改善報告を審議し、機関別評

価案を決定しました。

２月 20日の第 13回理事会では、意見申立て

に対する表現等の訂正を行った機関別評価案、

条件付き適格とした評価校の改善報告及び改善

計画等の審議を行い、それぞれ了承しました。

３月 12 日の第 14 回理事会では、第三者評

価委員会から提出された平成 26 年度機関別評

価結果案について審議の結果、56 短期大学が

短期大学評価基準を満たしているとして「適格」

と認定しました。なお、平成 25 年度第三者評

価において「保留」とされていた 1短期大学が、

再評価により条件を付して「適格」と認定しま

した。翌 13 日には評価結果が評価校へ通知さ

れました。

３月27日に文部科学省へ評価結果を報告し、

同日、報道機関へ公表し、本協会のウェブサイ

ト（http://www.jaca.or.jp）にも掲載しました。

補正予算

●平成 25年度補正予算を承認しました

去る 3 月 13 日に開催された第 9 回理事会に

おいて、文部科学省の委託事業を受託したこと

などによる平成 25 年度補正予算を審議し、異

議なく承認しました。

適格と認定した短期大学� （都道府県別・五十音順）

旭川大学短期大学部� 帯広大谷短期大学

國學院大學北海道短期大学部�北海道武蔵女子短期大学

東北文教大学短期大学部� 常磐短期大学

足利短期大学� 育英短期大学

武蔵丘短期大学� 大妻女子大学短期大学部

駒沢女子短期大学� 女子栄養大学短期大学部

白梅学園短期大学� 創価女子短期大学

貞静学園短期大学� 東京成徳短期大学

目白大学短期大学部� 和泉短期大学

小田原短期大学� 上智大学短期大学部
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昭和音楽大学短期大学部� 洗足こども短期大学

明倫短期大学� 富山短期大学

富山福祉短期大学� 金沢星稜大学女子短期大学部

清泉女学院短期大学� 高山自動車短期大学

平成医療短期大学� 常葉大学短期大学部

豊橋創造大学短期大学部� 名古屋文化短期大学

名古屋柳城短期大学� 高田短期大学

大阪信愛女学院短期大学� 大阪千代田短期大学

四條畷学園短期大学� 近畿大学豊岡短期大学

聖和短期大学� 東洋食品工業短期大学

奈良芸術短期大学� 奈良佐保短期大学

吉備国際大学短期大学部� 美作大学短期大学部

鈴峯女子短期大学� 比治山大学短期大学部

高松短期大学� 久留米信愛女学院短期大学

純真短期大学� 福岡医療短期大学

福岡工業大学短期大学部� 中九州短期大学

別府溝部学園短期大学� 南九州短期大学

鹿児島純心女子短期大学� 鹿児島女子短期大学

再評価により条件を付して適格と認定した短期大学

成美大学短期大学部

補正予算

●�平成 26年度補正予算が承認されました

　去る 3 月 12 日に開催された第 14 回理事会

において、平成 26 年度補正予算が審議され異

議なく承認されました。

平成 27年度

事業計画・収支予算

●平成 27 年度事業計画及び収支予算が決定し

ました

　去る 3 月 12 日に開催された第 14 回理事会

において、平成 27 年度事業計画及び収支予算

が審議され、承認されました。事業計画は 4

ページ、収支予算は5ページをご参照ください。

なお、本協会のウェブサイト（http://www.jaca.

or.jp/）にも掲載しておりますので、ご参照く

ださい。

組織

●各種委員会の委員が決定しました

　本協会の第三者評価審査委員会、広報委員会

の平成 27・28 年度委員が次のとおり決まりま

した。

第三者評価審査委員会（◎委員長、○副委員長）

氏名 所属機関／職名

◎佐久間勝彦 千葉経済大学短期大学部／理事長・学長

○一谷　宣宏 園田学園女子大学短期大学部／理事長

工藤　智規 東京電機大学／監事

佐々木公明 桜田通り総合法律事務所／弁護士

田中　義郎 桜美林大学／総長補佐・総合研究機構長・教授

広報委員会（◎委員長）

氏名 所属機関／職名

◎川並　弘純 聖徳大学短期大学部／理事長・学長

大野　博之 国際学院埼玉短期大学／副理事長・学長

小出　龍郎 愛知学院大学短期大学部／顧問

福井　一光 鎌倉女子大学短期大学部／理事長・学長

森本　晴生 新渡戸文化短期大学／学園長

●委員の補充について

第三者評価委員会の委員補充が次のとおり決

まりました。

氏名 所属機関／職名

福井　洋子 大手前短期大学／学長

布施　千草 植草学園短期大学／教授

調査研究

●�「短大生調査2015年（Tandaiseichosa�2015）」

実施について

短大生調査を本年度も実施いたします。調査

研究委員会では、「短期大学における主体的改

革・改善に資する自己評価方法に関する調査研

究」を重点課題としており、その取り組みの一

つとして、平成 20 年度から平成 25 年度まで

6 回に渡り、山田礼子同志社大学教授（本調査

研究委員会短大生調査担当委員）をリーダーと

する「大学生調査研究プログラム」（JCIRP）の

研究開発と協力して短大生調査（JJCSS）を実
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施してきましたが、第7回となる昨年度からは、

山田教授と研究協力者による研究開発で大幅に

改良し、協会独自の調査（Tandaiseichosa）と

して行いました。

本調査では、入試方法や入学してきた目的を

はじめ、入学後に行った学習行動やその他の活

動、回答時点の学習（学修）成果や短期大学に

対する満足度や印象について尋ねています。調

査結果から得られた学生の傾向から、より学生

が授業に活発に参加できるように授業の形態を

考えていく資料になります。

また、参加した個々の短期大学が、自校の

データと全体集計・分析結果とを付き合わせる

ことで、精度の高い自己評価資料を取得できる

ことから、自己点検・評価の資料となって認証

評価への対応に役立てられるだけでなく、自校

の強みや弱みを把握してのマーケティングやエ

ンロールマネジメントへの利用などのメリット

があり、かつ、全体結果自体は短期大学の実績

を社会に示すことにもなると考えます。

昨年度は、44 校（12,093 件）にご参加いた

だきました。

今年度（平成 27 年度）の調査実施期間は、

秋頃を予定しています。また、調査の実施に際

して各短期大学にご負担いただく費用も、昨年

同様一件につき 150 円です。

調査に参加した短期大学の個別の集計結果

は、調査の集計が完了次第すぐに通知致しま

す。通知する個別の集計結果は、単純集計の度

数分布表のデータ及び特定の設問を独立変数と

従属変数に設定したクロス集計の度数分布表の

データになります。その後、調査に参加した短

期大学全体の集計結果を基にして、調査研究委

員会分析チームにより分析が行われた中間報告

書が作成されます。この中間報告書は、調査に

関するアンケートと共に参加短期大学に送られ

ます。最終報告書は、上記アンケートの結果を

加えて作成され、調査に参加した短期大学や会

員校はもちろん、教育関係者にも広く公表され

ます。

本協会のウェブサイトにはこれまでの全体集

計結果の報告書及び本短大生調査に基づく学術

研究成果等が掲載されていますので、それをご

参照いただき、多くの短期大学に 2015 年度短

大生調査に参加していただきたいと思います。

（なお、本協会のウェブサイトで短大生調査に

ついてご覧になる場合は、トップページのメ

ニューにある「事業案内」を選択し、その「事

業案内」ページの「その他の事業：調査研究」、

「短大生調査（Tandaiseichosa）」からアクセス

してください。）

ご報告

●会員校の状況について

平成 27 年 4 月 1 日時点での本協会の会員校

は 301 校です。

●�カザフスタン共和国の代表団が本協会を訪れ

ました

去る 4月 6日、カザフスタン共和国の代表団

（A�group�of�college�directors�from�Kazakhstan）

が本協会を訪れました。当日は、本協会の関口

修理事長、原田博史副理事長、そして竹田事務

局長と桜井事業課長、秋嶺総務課長が対応し、

短期大学の教育システムや教育水準等について

説明、意見交換を行いました。

（カザフスタン共和国調査団との意見交換）
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概要

一般財団法人短期大学基準協会は、短期大

学の向上・充実に資するため、認証評価機

関として短期大学の教育の継続的な質の保

証を図り、加えて短期大学の主体的な改革・

改善を支援することを目的として第三者評

価事業を実施するとともに、第三評価期間に

向けての短期大学評価基準の改定について

検討を開始する。また、従来から継続してい

る各短期大学における自己点検・評価及び短

期大学間の相互評価を促進・支援するととも

に、「地域総合科学科」の再定義を含めた今

後の方向性や在り方の検討を行う。さらに

短期大学の教育及び自己評価に関する調査

研究を実施する。加えて広く社会から理解

と支援を得るため、これら事業活動に関す

る資料の刊行及び情報を公開するとともに、

国際間の連携協力を行う。なお、認証評価制

度の見直しが審議されている中央教育審議

会の動向を注視し、所要の改善を図り、また、

今後の本協会の将来構想についての検討も

継続して実施する。

このために、平成 27 年度の事業計画を次

のとおり策定し推進する。

◇事業内容

１�．認証評価機関としての第三者評価の実施等

　（1）第三者評価の実施

　（2�）第三評価期間に向けての短期大学評

価基準の改定案の検討

　（3�）平成 27 年度第三者評価の評価員研修

会の実施

　（4�）要綱、評価基準、各種マニュアル及び

実施体制などの定期的な点検・改善

　（5�）平成 28 年度第三者評価の ALO対象説

明会の実施

　（6）その他認証評価にかかる事業

２�．短期大学が行う自己点検・評価、相互評

価活動の促進及び支援　

　（1�）自己点検・評価活動のための情報提

供などの支援

　（2）短期大学間の相互評価の推進

３�．地域総合科学科（総称）の適格認定・達

成度評価

　（1�）地域総合科学科の再定義を含めた今

後の方向性・在り方についての検討

　（2）その他地域総合科学科にかかる事業

４．短期大学に関わる高等教育の調査研究

　（1�）短期大学における主体的改革・改善

に資する自己評価方法に関する調査研究

（短期大学の自己評価に資する学生調査）

　（2�）短期大学に関する情報の収集と諸統

計の分析

５�．短期大学に関する資料等の刊行及び会報

の発刊

　（1）ニューズレターの発刊（年 4回）

　（2）第三者評価結果報告書の刊行

　（3�）短期大学学生に関する調査（2014 年）

結果報告の刊行

　（4�）短期大学間相互評価報告書のウェブ

サイトへの掲載

６．その他目的を達成するために必要な事業

　（1�）国際間（ACCJC 等）の情報の交換及

び協力

　（2�）ウェブサイト（英語ページのリニュー

アルを含む）の整備充実

　（3）認証評価機関連絡協議会への参画

　（4）機関別認証評価機関事務連絡会の実施

　（5）本協会の将来構想についての検討など

平成 27年度事業計画
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（単位：円）

予算額 前年度予算額 増減 備考

Ⅰ 事業活動収支の部

1 事業活動収入

基本財産運用収入 ［ 50,000 ］ ［ 60,500 ］ ［ △ 10,500 ］

基本財産利息収入 50,000 60,500 △ 10,500

特定資産運用収入 ［ 77,000 ］ ［ 74,000 ］ ［ 3,000 ］

特定資産利息収入 77,000 74,000 3,000

会費収入 ［ 87,367,800 ］ ［ 77,906,200 ］ ［ 9,461,600 ］

会費収入 87,367,800 77,906,200 9,461,600

事業収入 ［ 65,988,000 ］ ［ 77,844,000 ］ ［ △ 11,856,000 ］

第三者評価事業収入 65,988,000 77,844,000 △ 11,856,000

雑収入 ［ 2,140,000 ］ ［ 2,182,000 ］ ［ △ 42,000 ］

受取利息収入 40,000 42,000 △ 2,000

雑収入 2,100,000 2,140,000 △ 40,000

事業活動収入計 155,622,800 158,066,700 △ 2,443,900

2 事業活動支出

事業費支出 ［ 124,794,000 ］ ［ 106,789,820 ］ ［ 18,004,180 ］

人件費支出 （ 53,101,000 ） （ 48,011,120 ） （ 5,089,880 ）

給与手当支出 42,583,000 34,063,000 8,520,000

通勤手当支出 1,463,000 888,000 575,000

法定福利費支出 6,498,000 5,509,000 989,000

臨時雇賃金支出 1,406,000 7,160,000 △ 5,754,000

退職給付支出 1,000 291,120 △ 290,120

福利厚生費支出 150,000 100,000 50,000

出向費支出 1,000,000 0 1,000,000

第三者評価費支出 （ 49,964,000 ） （ 40,065,700 ） （ 9,898,300 ）

会議費支出 3,920,000 3,853,000 67,000

旅費交通費支出 30,779,000 21,801,000 8,978,000

通信運搬費支出 1,144,000 1,207,000 △ 63,000

消耗品費支出 180,000 180,000 0

印刷製本費支出 3,385,000 3,491,000 △ 106,000

諸謝金支出 1,986,000 1,771,700 214,300

賃借料支出 8,185,000 7,342,000 843,000

保険料支出 237,000 267,000 △ 30,000

委託費支出 147,000 152,000 △ 5,000

雑支出 1,000 1,000 0

自己点検・相互評価費支出 （ 123,000 ） （ 128,000 ） （ △ 5,000 ）

会議費支出 2,000 3,000 △ 1,000

旅費交通費支出 46,000 47,000 △ 1,000

通信運搬費支出 48,000 49,000 △ 1,000

消耗品費支出 0 1,000 △ 1,000

印刷製本費支出 0 0 0

諸謝金支出 27,000 27,000 0

雑支出 0 1,000 △ 1,000

調査研究費支出 （ 2,305,000 ） （ 2,398,000 ） （ △ 93,000 ）

会議費支出 14,000 14,000 0

旅費交通費支出 396,000 403,000 △ 7,000

通信運搬費支出 166,000 176,000 △ 10,000

消耗品費支出 15,000 15,000 0

印刷製本費支出 532,000 610,000 △ 78,000

諸謝金支出 301,000 321,000 △ 20,000

委託費支出 880,000 858,000 22,000

雑支出 1,000 1,000 0

広報啓発活動費支出 （ 2,719,000 ） （ 1,747,000 ） （ 972,000 ）

会議費支出 5,000 5,000 0

旅費交通費支出 64,000 80,000 △ 16,000

通信運搬費支出 569,000 583,000 △ 14,000

消耗品費支出 55,000 17,000 38,000

印刷製本費支出 770,000 753,000 17,000

諸謝金支出 212,000 212,000 0

委託費支出 1,043,000 96,000 947,000

雑支出 1,000 1,000 0

事業諸経費支出 （ 16,582,000 ） （ 14,440,000 ） （ 2,142,000 ）

旅費交通費支出 50,000 50,000 0

通信運搬費支出 200,000 200,000 0

消耗什器備品費支出 100,000 50,000 50,000

消耗品費支出 1,300,000 1,200,000 100,000

図書購入費支出 10,000 10,000 0

収 支 予 算 書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科目
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（単位：円）

予算額 前年度予算額 増減 備考

収 支 予 算 書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

科目

修繕費支出 400,000 350,000 50,000

光熱水料費支出 840,000 790,000 50,000

賃借料支出 10,000,000 10,300,000 △ 300,000

保険料支出 40,000 40,000 0

租税公課支出 2,100,000 50,000 2,050,000

委託費支出 1,442,000 1,300,000 142,000

雑支出 100,000 100,000 0

管理費支出 ［ 32,069,000 ］ ［ 31,876,000 ］ ［ 193,000 ］

人件費支出 （ 23,854,000 ） （ 23,658,000 ） （ 196,000 ）

給与手当支出 19,933,000 19,830,000 103,000

通勤手当支出 572,000 566,000 6,000

法定福利費支出 3,248,000 3,211,000 37,000

退職給付支出 1,000 1,000 0

福利厚生費支出 100,000 50,000 50,000

理事会・評議員会費支出 （ 1,118,000 ） （ 1,155,000 ） （ △ 37,000 ）

会議費支出 44,000 43,000 1,000

旅費交通費支出 148,000 132,000 16,000

通信運搬費支出 154,000 156,000 △ 2,000

消耗品費支出 0 1,000 △ 1,000

印刷製本費支出 0 1,000 △ 1,000

諸謝金支出 646,000 669,000 △ 23,000

賃借料支出 126,000 152,000 △ 26,000

委託費支出 0 0 0

雑支出 0 1,000 △ 1,000

事務費支出 （ 7,097,000 ） （ 7,063,000 ） （ 34,000 ）

旅費交通費支出 200,000 200,000 0

通信運搬費支出 170,000 185,000 △ 15,000

消耗什器備品費支出 100,000 120,000 △ 20,000

消耗品費支出 400,000 435,000 △ 35,000

図書購入費支出 350,000 360,000 △ 10,000

修繕費支出 200,000 150,000 50,000

印刷製本費支出 100,000 50,000 50,000

光熱水料費支出 280,000 280,000 0

賃借料支出 3,400,000 3,450,000 △ 50,000

保険料支出 20,000 20,000 0

租税公課支出 200,000 130,000 70,000

委託費支出 1,227,000 1,313,000 △ 86,000

手数料支出 250,000 220,000 30,000

渉外費支出 100,000 50,000 50,000

雑支出 100,000 100,000 0

事業活動支出計 156,863,000 138,665,820 18,197,180

事業活動収支差額 △ 1,240,200 19,400,880 △ 20,641,080

Ⅱ 投資活動収支の部

1 投資活動収入

特定資産取崩収入 ［ 8,003,000 ］ ［ 718,120 ］ ［ 7,284,880 ］

退職給付引当資産取崩収入 2,000 292,120 △ 290,120

減価償却資産取崩収入 1,000 426,000 △ 425,000

評価事業引当資産取崩収入 8,000,000 0 8,000,000

投資活動収入計 8,003,000 718,120 7,284,880

2 投資活動支出

特定資産取得支出 ［ 3,650,000 ］ ［ 19,341,000 ］ ［ △ 15,691,000 ］

退職給付引当資産取得支出 2,500,000 2,620,000 △ 120,000

減価償却引当資産取得支出 1,150,000 1,721,000 △ 571,000

評価事業引当資産取得支出 0 15,000,000 △ 15,000,000

固定資産取得支出 ［ 1,000 ］ ［ 778,000 ］ ［ △ 777,000 ］

什器備品購入支出 1,000 778,000 △ 777,000

投資活動支出計 3,651,000 20,119,000 △ 16,468,000

投資活動収支差額 4,352,000 △ 19,400,880 23,752,880

Ⅲ 財務活動収支の部

1 財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0

2 財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 3,111,800 0 3,111,800

当期収支差額 0 0 0

前期繰越収支差額 32,777,362 35,896,338 △ 3,118,976

次期繰越収支差額 32,777,362 35,896,338 △ 3,118,976
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論説１

第三者評価　評価員を経験して

赤　井　住　郎（山梨学院短期大学　学長）

は じめに

学生の学習成果の査定と教育の質保証を中心

とした、4 基準の評価に基づく第 2 評価期間の

第三者評価も 3 年目を迎えました。平成 24 年

度は評価員として、平成 25 年度は評価校とし

て、平成 26 年度は再度評価員を拝命し、3 年

連続で第三者評価について学ばせていただきま

した。

これらの経験を基に、限られた時間内でのス

ムーズな評価の進め方の参考になるのではと思

われる点を、評価のプロセスを振り返りながら

ご紹介させていただきます。

1 評価員研修会

平成 26 年 7 月 14、15 日と評価員研修会

が開催されました。1 日目が初任者対象、2

日目が評価員全体と評価員 A グループ（理事

長・学長）・D グループ（自己点検・評価活

動の経験がある事務部門の責任者）の研修会

でした。復習の意味を込め初日から参加いた

しました。

平成 24 年度に携わった自身の初回の評価で

は、10領域が 4基準に集約・改正され、「区分」、

「テーマ」、「基準」にまとめ上げられていくこ

とに戸惑いがあり、自己点検・評価報告書を読

解していくことに苦労しました。3 回目となる

今回は、評価員と評価校側としての報告書作成

の経験もあって、評価の体系を十分に理解する

ことができました。

２日目昼食時に、評価チームの先生方との打

ち合わせがありました。チームは、評価校設置

学科の専門分野の先生と財務に明るい事務局長

で構成されておりました。

まず、評価校の報告書と提出資料に問題がな

いことを確認しました。書面調査及び訪問調

査の進め方については、評価経験が豊富なメン

バーが揃っていたため、すぐにまとまりました。

書面調査は、それぞれ本務校での校務分掌の経

験によって分担し、それらの結果を相互に情報

交換し精査していくことにしました。訪問調査

後の基準別評価の迅速なまとめのため、訪問調

査の前に基準別評価の原案作りをしておこうと

の共通認識がなされました。

また、2 日間の評価校訪問調査を効率よく進

めるため、区分別評価を各自で進めながら質問・

確認事項を列挙し、責任者がそれらを整理し、

訪問調査の前に評価校に提示する方法を取るこ

とにしました。初めての顔合わせにもかかわら

ず、本務校の話題を交えながらの有意義な打ち

合わせとなりました。

２ 書面調査

６月下旬に、評価校から「自己点検・評価報

告書」、「提出資料」等を送付いただきました。

早速、チームメンバーに、①報告書が作成マニュ

アル指定の記述か、②提出資料が完備されてい

るかについて評価員研修会まで確認してほしい

こと、③評価校訪問調査の希望日についてメー
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ルをいたしました。①②について確認し、7 月

14、15 日の評価員研修会での打ち合わせに臨

みました。7 月末には、短期大学基準協会より

財務状況等の確認書類が届き、その情報をチー

ムメンバーで共有いたしました。

本務校業務の関係により、8 月中旬以降か

ら、報告書の分担部分及び全体について区分

別及びテーマの評価を進めました。具体的に

は、区分別記述が、評価のための観点に基づ

いているか、関係法令に従っているか、提出資

料や備付資料が整備されているかについて確認

し、同時に質問・確認事項を挙げていく作業を

行っていきました。これに加えて、区分とテー

マの整合性（関連資料を含めた）の確認作業も

必要であり、テーマの記述が区分に記述されて

いるか、テーマにある備付資料が区分にあるか、

などにかなりの時間と労力を費やしました。内

容の重複の多さには改善の余地があると感じま

した。

短期大学基準協会の備付資料作成マニュアル

によると、備付資料は、複数の基準、テーマで

扱われる資料であっても、初出の一部のみの準

備でよいとされています。しかし、基準、テー

マで役割を分担し、評価を進めるにあたっては、

備付資料のくくりをテーマごとにしておく工夫

をお薦めしたいと思います。複数部資料を用意

する手間はかかりますが、各評価員が必要な備

付資料を手元において、効率よく作業を進める

ことができます。本校が評価を受けた際、この

ように備付資料の準備をしたことで、調査時の

資料確認はスムーズにいったと自負いたしてお

ります。

９月初旬には、メンバーの先生方が、分担部

分のみならず、お分かりになる範囲で全体にわ

たる区分別及びテーマの評価、質問・確認事項

について報告くださいました。責任者としてこ

れらを取りまとめながら、メンバーには、基準

別評価の原案作りをお願いいたしました。

訪問調査の 10 日前までに、メンバーが挙げ

た質問・確認事項について整理をし、評価校に

送付いたしました。基準別評価の原案について

は、メンバーのご尽力により訪問調査 1 週間

前までにまとめることができ、メンバー全員で

共有いたしました。

限られた時間の訪問調査に対する準備は、メ

ンバーのご協力により何とか打ち合わせ通り整

えることができました。

３ 訪問調査とその後

訪問調査時の事前打ち合わせは、打ち解けた

雰囲気の中、ざっくばらんでスムーズな意見

交換ができました。書面調査の段階での、チー

ムの先生方や評価校 ALO の先生との度重なる

メールのやり取りのおかげであると思います。

訪問調査の進め方・学内視察等について、評

価校側とチームとの間で相互に確認し合いまし

た。その後、評価チーム内の話し合いに移り、

基本的には、区分別担当者が報告書の記述順に

質問・確認事項等について確認し進めていくこ

ととし、何か不明な点等あれば臨機応変に全員

で対応していくこととしました。夕食時には、

短期大学教育について意見交換し、親交を深め

るとともに有意義な時間を持てました。

訪問調査初日、理事長、学長にご挨拶の後、

早速メンバー全員にて膨大な備付資料の確認に

入りました。

面接調査は、午前が基準Ⅰ、午後が基準Ⅱの

内容について、質問・確認事項を基にやりとり

いたしました。備付資料として提示されたポー

トフォリオは、評価校学生の 2年間にわたる学

習成果がまとめられており、評価校のカリキュ

ラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの達成

状況を理解するのに大変参考になりました。

昼食後の学内視察では、図書館、グラウンド、
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分別評価」をし、「質問・確認事項」をピックアッ

プする中で、本務校にはない新しい発見が多々

あり大変参考になりました。訪問調査において

は、評価校の理事長、学長先生をはじめとする

教職員の先生方とピアの精神にのっとった意見

交換をすることができました。また備付資料や

学内視察により、評価校の日々の教育活動の実

態を理解することができました。

効率のよいスムーズな評価実践には、チーム

メンバー間の密な情報交換、訪問調査前の基準

別評価の原案作り、評価校に対する質問・確認

事項の事前提示、また評価校の備付資料のテー

マ別配置等が有効であると考えられます。

短期大学を取り巻く状況は、それぞれ課題の

違いはあるとしても全国どこでも厳しいものが

あります。評価校も中・長期的な構造改革プラ

ンの下、着実な歩みで次のステージに進もうと

しており、評価チーム全員でエールをお送りし

ました。

最後に、長きにわたりチーム責任者の要求に

応えてくださったチームの先生方に心から感謝

申し上げます。訪問調査時に、食事を共にしな

がら、評価校の話題を基に短期大学の様々な課

題について話し合えたことが、それぞれの本務

校の課題解決の糸口となることを願っておりま

す。

学科の施設・設備、学生寮、同窓会館等を丁寧

な説明にて案内していただきました。評価校の

立地状況、教育目的の具現化の基になる施設・

設備を実際に目の当たりにすることは、評価校

の建学の精神、教育理念の基づいた日々の教育

活動を理解することに大変役立ちました。

訪問調査 2 日目、備付資料の確認後、基準

ⅢとⅣの面接調査を行いました。評価校が、財

務を含めた学内外の情報分析を基に中・長期

的な構造改革プランを策定し、改組をはじめ

とする改革実践を着実に進めていることにつ

いて了解することができました。訪問調査の

最後に、昼食をとりながら各基準の三つの意

見についてメンバーとの意見交換を行い、チー

ムとしての統一見解を固めることができまし

た。「区分別評価集計票」を用いた評価確認と

その確定、さらにメンバーの協力の下、事前

に作成した「基準別評価票」原案について確

認し合いました。

２日間にわたる訪問調査が非常に効率よくス

ムーズに終了したことは、評価校の理事長、学

長、ALO、事務長、諸先生方、担当各部署職員

の皆様方が周到な準備をなされ、ピアの精神に

のっとった評価員メンバーとの忌憚のない質疑

応答がなされたからです。感謝申し上げます。

「基準別評価票」は、訪問調査後約 10日間で、

その原案の精査及びメールによるメンバーとの

意見交換の結果、完成させることができました。

11 月中旬には、機関別評価原案を作成する

第三者評価委員会分科会に出席し、評価校の評

価の概要等について説明し、評価員としての責

務を果たすことができました。

お わりに

４か月にわたる評価員の役割作業を通して、

多くのことを学ばせていただきました。

「自己点検・評価報告書」を読み進めながら「区
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論説２

第三者評価　評価員を経験して

森　山　廣　美（四天王寺大学短期大学部　教授）

は じめに

平成 26 年 4 月に、第三者評価　評価員 B グ

ル―プ（自己点検・評価活動の経験がある幹部

レベルの教員）の就任を所属校から打診されま

した。その後の評価員としての仕事の流れは、

7 月の評価員研修会がスタートしてから「基準

別評価票」をチーム責任者に提出するまで、あっ

という間の出来事だったように感じます。

私の体験が、これから評価員になる方々の参

考になれば幸いと思い、振り返りを書き留めて

いきます。

1 評価員研修会

６月、短期大学基準協会から評価校決定通知

が届き、評価校から「自己点検・評価報告書」

が送られてきました。初めてのことで、その資

料の膨大さに驚きと、限られた時間内に準備で

きるのだろうかと少し不安を感じました。しか

し、評価員研修会までは、日々の業務繁多で、

その資料もほとんど手つかずのままでした。

７月、2 日間にわたる研修会では、まず、評

価員としての心構えとして、ピア・レビューの

精神で臨むようにと講師の皆さんが何度も強調

されたことが印象的でした。さらに、第三者評

価の意味するもの、評価員の役割、評価基準に

ついての研修を受けて 1 日目を終えました。2

日目は、「基準別評価の考え方」、「基準別評価

の作成」、「書面調査・訪問調査の留意事項に

ついて」が前日の初任者研修に続き進められ

ました。昼食時は、評価チームごとに顔合わ

せをし、今後の調査の進め方を打ち合わせま

した。

４人の評価員からなる評価チームの中で、

チーム責任者と評価員 D グループの方が、す

でに経験があることを伺い、不安が少し解消さ

れたことを覚えています。そして、私の役割は、

これまでの教育・研究と学科長の経験を生かし、

チーム責任者を補佐する役割であると自覚しま

した。ここで資料の確認を始め、訪問調査をす

るまでの手順を細かく打ち合わせました。さら

にメールを利用して情報の共有を図ることを申

し合わせ、10 月中旬に訪問調査を行うと決め

ました。

２ 書面調査

研修会から戻ってからは、俄然忙しくなりま

した。他のメンバーに迷惑がかからないように

限られた日までに、「区分別評価記入用紙」と「確

認事項・質問事項記入用紙」を作成し、チーム

全体で共有しなければなりません。「区分別評

価記入用紙」を丁寧に作成することで、確認事

項、質問事項が明らかになり、訪問調査がスムー

ズにいくことを聞いていましたので、時間をか

けて資料を読んでいきましたが、区分の観点を

細かくチェックすることの要領がなかなかつか

めず苦心しました。この書面調査が評価員とし

て一番大変な仕事であったと思います。
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３ 訪問調査

訪問調査の前日、評価校が用意くださったホ

テルで、チーム責任者にまとめていただいた資

料を基に、明日からの訪問調査での役割分担に

取り掛かりました。

訪問調査1日目は、評価校、評価員それぞれ

が緊張感を持ちながらの面接調査となりまし

た。しかし、事前準備に時間をかけておいたので、

書面では不明な点を確認しながら、効率よく質

問することができました。また、学内見学も、

書面では見えてこなかった学生と教員の交流や

大学の取り組み環境を知るよい時間でした。

２日目では、前日で残した質疑を行い、午後

は、評価チームのメンバーと訪問調査での感想

を述べ合い、「基準別評価票」作成の準備をし

ました。また、三つの意見の集約を行い、「基

準別評価票」の提出期限を決め、訪問調査を終

えました。

む すびにかえて

評価員の仕事は、ピア・レビューの精神で、

ボランタリズムをもって臨む仕事ですので、簡

単なことではありません。しかし、この体験は、

短期大学の置かれている現状や自校にはない

様々な取り組みを知ることが出来ました。その

上に、自校の教育のビジョン、日々の授業、学

内行事や各種委員会を俯瞰し、それぞれのあり

方を再確認できるとてもよい機会となることは

間違いありません。できる限り多くの教職員が

体験することをお勧めします。

今回、初めての評価員を終え、この評価員の視

点を、自校の認証評価に生かす所存でおります。

最後に、関係各位にお礼申し上げますととも

に、評価チームの方々に、ご一緒に仕事をさせ

ていただき、仕事を終えてからの語らいの場で

皆様のお人柄に触れながら、情報交換できまし

たことに心から感謝申し上げます。

論説３

評価員を経験して

市　岡　　　登（飯田女子短期大学　前事務局長）

は じめに

私が勤務している短期大学では平成 18 年度

と平成 25 年度に第三者評価を受けて適格認定

証をいただくことができました。不安を胸に自

己点検・評価報告書の作成準備に教職員が集中

し、無事適格認定を受けた際には、皆本当にほっ

といたしました。

評価員としては、D グループの区分選出とし

て平成 20・21・22・24・26 年度の 5 回を経

験させていただきました。話し合いの中では、

ピアの精神を忘れず質問や確認をするように心

掛けました。評価員の経験は大変勉強になり、

逆に我が短期大学ではどうなのか気になるとこ

ろもたくさんあり、まさに自己点検を突きつけ

られた感がありました。
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1 書面調査

はじめのうちは自己点検・評価報告書と関係

資料の多さに驚きと責任を強く感じました。評

価員の回数を重ねるごとに、夏期休業に入って

からの大仕事だと思えるようになり、幾分気持

ちも落ち着いてきました。

自己点検・評価報告書に何度も目を通してい

くうちに、その短期大学の特色や課題が徐々に

理解できるようになりました。それぞれの短期

大学が置かれている環境の中で、前向きに努力

をされている姿勢と、課題を抱え苦悶されてい

る実情が浮かび、短期大学の現況は本当に厳し

いものだと痛感させられました。

私の担当は基準Ⅲの「教育資源と財的資源」、

基準Ⅳの「リーダーシップとガバナンス」の領

域になりました。

少子高齢化により入学定員が充足できず人件

費が嵩み、施設・設備等の老朽化対応等、財政

的・経営的に苦しくなってきているところがど

れほど増えてきたことか。本質的な問題点を十

分認識して前向きに検討している短期大学が、

その糸口を見い出せるのではないか。現状を継

続することに精一杯で、次のステップになかな

か進めない短期大学がたくさんあり、いかに改

善に向けて努力するかが論点となっており、前

に進んでいく教職員の決断と結束が必要不可欠

となってきています。

毎回、訪問調査を迎えるに当たって、関係書

類に目を通し現状の確認と質問事項の整理がで

きた時点ではほっとしたものです。

２ 訪問調査

当日はやはり緊張を感じたまま評価校に向か

いました。到着するとピンと張りつめた空気の

中、とにかくピア・レビューの精神にのっとり

失礼のないよう努めました。

管理的な部分と教学的なところとの連携がと

れているかどうかの確認は、自分なりにしっか

りさせていただいたつもりです。組織的な位置

付けとその機能が、果たしてなされているかは

重要なポイントになってきます。

マネジメントやガバナンスについては、理事

長や学長がどのような思いで運営されているか

よく説明を伺ったものでした。

財政的なところでは学生の収容定員を割って

いるところが多くなってきており、また施設の

老朽化等への設備投資に支出額が増額し収支バ

ランスが崩れてきています。そこで中・長期計

画が重要となります。

お わりに

通算で5回の評価員を経験させていただきそ

れぞれの短期大学が頑張って前向きに進んでお

られることにまず敬意を表したいと思います。

また、地域の特性や環境を十分理解されてい

るなかで、いかに地域との関わりを進めている

のか、自身の短期大学に当てはめて考えていく

と大変参考になりました。

さらに教職協働の体制が整っているところで

は、学生も明るく活気があふれているように感

じます。

財政的・経営的観点では学校法人あるいは短

期大学の核心に触れることがあり、ピア・レ

ビューの精神とはいえ特別に気を使う部分であ

ると思っております。できればこの担当につい

てプロである公認会計士等が適確なアドバイス

をしていただけたらよいのかなと感じていま

す。

なかなか他の短期大学を訪問する機会が少な

い中、いろいろな短期大学の施設や設備等の

ハードな面や、学生を含めた教学的なソフトな

面においても参考にさせていただけたこと、ま

た訪問調査でご一緒させていただいた評価員の

先生方との情報交換等、大変お世話になりまし

たことに心より感謝を申し上げます。
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平成 17 年に本協会が設立されてから丁度、

満 10 年を迎えることになります。短期大学を

取り巻く環境は、当時も厳しさを増しつつあり

ましたが、今日とは違って、殆どの短期大学で

はまだ倍率のある入試を実施していたものと回

想されます。それが平成 26 年度の短期大学入

学志願動向によれば、約 65 パーセントの短期

大学が定員割れの状況にあることがわかりま

す。当時、社会の要請を受ける形ではありまし

たが、当然ながらこのような事態を予測して自

己点検・評価事業の必要性が叫ばれたのであり

ます。

すなわち、こうした時期にこそ短期大学教育

の質の真骨頂が問われるのです。その意味では

本協会が評価事業を開始してから第 2 評価期

間に入った今、中央教育審議会の「学士課程教

育の構築に向けて（答申）」（平成 20 年 12 月

24 日）を受けて、学生の学習成果、三つの方針、

PDCA サイクルなどの視点を反映した評価シス

テムは当を得たものといえ、これらの検証を大

切にしていくことが肝要であります。

これに加えて中央教育審議会の「新たな未来

を築くための大学教育の質的転換に向けて～生

涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学

へ～（答申）」（平成 24 年 8 月 28 日）にある、

質的転換への好循環の確立を目指すことが求め

られてくるものと想定されます。すなわち主体

的な学びの確立のための、質を伴った学修時間

の実質的な増加・確保を始点として、教育課程

の体系化、教育方法の改善、成績評価の厳格

化、教員の教育力の向上、学習成果の把握など

を促進し、学生を社会のステークホルダーとし

て送り出す義務があるとするものであります。

三つの方針はこれらの課題と連帯したものでな

ければ意味をなさないことは言うまでもありま

せん。評価内容も近い将来、徐々にナンバリン

グ、カリキュラム・マップ、シラバス・チェッ

ク、アクティブ・ラーニング、GPA、ティーチ

ング・アウォード、ルーブリック、学修ポート

フォリオ等の教育用語が頻出してくるに違いな

いものと考えます。

前出の平成 24 年 8 月の中央教育審議会答申

に「短期大学士課程について、知識基盤社会、

成熟社会の中でその機能をどのように再構築す

べきかなど、その在り方を検討すること」と述

べられ、これを受けて発足した中央教育審議会

大学分科会教育部会短期大学ワーキンググルー

プは、積極的な議論の結果「短期大学の今後

の在り方について（審議まとめ）」（平成 26 年

8 月 6 日）を取りまとめるに至ったわけであり

ます。しかしながら、本協会関係者、短期大学

関係者からは今回の議論の方向に大きな期待を

寄せていただけに、審議まとめが現状課題の整

理の域を出るものとはなっておらず、いわば概

括的、概述的な印象を拭えないとの声が多く聞

こえております。

その中で最後の第 4 章に「歴史的過程を通

じて形成されてきた短期大学の特長と機能を認

一般財団法人短期大学基準協会　理事

華頂短期大学　学長

中　野　正　明

協会から

自己点検・評価の質的向上を目指して
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入学式を４月初めに行っても、夏休みは８月に入ってからと学年暦

が変わりました。その結果、夏休みに短期大学生や大学生が小・中・

高校生と一緒に活動していたプログラムが実施しにくくなりました

が、そのうちに良い知恵が出ることでしょう。

本協会では、昨年度の第三者評価が終わり、今年度の第三者評価は

昨年度から始まっています。自己点検・評価報告書を熟読した評価員

は、秋になると評価校を訪問し、評価結果が来年３月までにまとめら

れます。この活動は、短期大学の関係者の活動なので、学年暦が変わっ

ても影響はありません。

「短大生調査 2015 年」は昨年度から協会独自の調査として行ってい

ます。調査へのご参加をお願いいたします。� （ＰＨＭ）

編集後記

編集・発行

一般財団法人 短期大学基準協会　広報委員会

〒102－0073　東京都千代田区九段北 4－2－11

　　　　　　　第２星光ビル６階

Tel. 03－3261－3594　　Fax. 03－3261－8954

E-mai l：jimukyoku@jaca.or . jp

URL：//www.jaca .or . jp/

識した上で、今後は各短期大学がそれぞれの機

能の強化を図り、国が機能別に推進していくこ

とで、短期大学の必要性と位置付けが社会のよ

り幅広い層から認知されるようになることが期

待されている。」と述べられ、短期大学として

の機能別役割が浮上してくることに希望を見出

すこともできるように思われます。

一方で同章には政府の教育再生実行会議「今

後の学制等の在り方について」（第五次提言）

を受けて、「高等教育機関における職業教育の

体系を確立する」とあり、その後、文部科学省

内に置かれた「実践的な職業教育を行う新たな

高等教育機関の制度化に関する有識者会議」が

12 回にわたる審議を経て「審議のまとめ」を

出されたことと大いに関係しているものと見ら

れます。

こうした高等教育機関を取り巻く諸状況の中

で、短期大学こそが質の高い教育を提供し続け

る仕組みが成熟していることを国の内外に自負

していかなければと思います。大学教育の真の

質的転換を実現できるのは、幾つかの学校種の

中でも小規模校という特性を生かした短期大学

が最適であることを自覚し、各短期大学の自己

点検・評価にこうした見方を取り入れられるこ

とを期待いたします。

説明を伝える

広報委員　森本晴生

分かりにくい文は、いくつかに分類できます。受け身（受動態）の文では、言動の主体が明らかでない

ことがあり、読者は意味を把握しにくくなります。「評価員は○○を評価する。」という文では、評価する

人が評価員であることが分かります。「○○が評価される。」というと評価する人が全く見えてきません。

自分の意見を出したくないときに、「××と思われる」と書くことがありますが、そのような文だと「自

信がない」と評されることもあり、誰の意見なのかが分からない、根拠のない議論になります。「私（筆

者）は××であると判断する。」と書くと、判断した人が筆者であることが明確に伝わり、異議があれば

筆者に質問することができます。

自己点検・評価報告書でも、主体が明らかでない文に出会うことがあります。学生のレポートで、「思

われる」を連発して大勢の同意を得たつもりの文と、何か共通しているようです。どのような報告でも、

判断の根拠を明確にして、正しく状況を伝え、しかもそれが読者に正しく伝わることが必要です。

コラム


